
「ルート・グランブルー」ロゴマーク使用管理要綱 
 

制定 令和８年４月１日 観第 1594 号 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、ルート・グランブルーのロゴマーク（以下「本ロゴマーク」）の著作 
権に基づくロゴマークの適正な使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 
 
（標章） 
第２条 本ロゴマークの標章は、別紙１に掲げる標章とする。 
 
（商標権の管理） 
第３条 本ロゴマークに関する一切の権利は佐賀県に属し、本ロゴマークの管理は佐賀県観
光課が行う。 
 
（使用上の注意） 
第４条  本ロゴマークは、別に定める『ルート・グランブルー ロゴデザインマニュアル』
（以下「マニュアル」という。）に従い使用する。 
２ その他、本ロゴマークの使用にあたっては、以下の各号を遵守すること。 
 （１）本ロゴマークの使用によって、誤認又は混同を生じさせないこと。 
 （２）本ロゴマークを、自己のシンボルマーク、標章、又は意匠として使用しないこと。 
 （３）本ロゴマーク自体を商品化しないこと。 
３ 使用者は、本ロゴマークとともに商品名等の文字、図形等を表示する場合に、当該表示
について著作権、著作者人格権、特許権、意匠権、商標権その他の第三者の権利を侵害しな
いことを含む瑕疵のないものとすること。 
 
（使用許諾の申請） 
第５条 本ロゴマークを商品自体（商品パッケージ含む）に使用しようとするものは、あら
かじめ佐賀県観光課長に使用許諾申請をしなければならない。 
２ 前項の使用許諾申請は、別紙（様式第１号）を提出するものとする。 
３ 本ロゴマークの使用に係る完成見本（デザイン等）を添付すること。 
 
（使用の許諾） 
第６条 佐賀県観光課長は、前条により申請書の提出があったときは、審査の上、使用許 
諾書（様式第２号）を申請者に交付する。 
２ 前項による許諾を行うにあたり、必要と認める場合は条件を付すことができる。 
３ 本ロゴマークの使用が、次の各号のいずれかに該当する場合、これを許諾しない。 



（１）法令及び公序良俗に反するものと認められる場合 
（２）第三者の利益を害するものと認められる場合 
（３）ルート・グランブルーのイメージを損なう恐れがあると認められる場合 
（４）第 4 条に定める使用上の注意を満たさない場合 
（５）その他、申請の内容等について佐賀県観光課長が適当でないと判断した場合 
 
（使用料） 
第７条 本ロゴマークの使用料は無料とする。 
 
（事故、苦情等の処理） 
第８条 本ロゴマークの使用に関する事故又は苦情については、使用者が誠意をもってその
責任のもとに必要な措置を講じなければならない。 
２ 佐賀県は、本ロゴマークの使用を許諾したことに起因する損失補償等について、一切の
責任を負わない。 
３ 使用者は、本ロゴマークの使用に関する事故又は苦情があった場合は、その内容を速や
かに佐賀県観光課長に報告しなければならない。 
 
（使用状況の確認） 
第９条 佐賀県観光課長は、使用者に本ロゴマークの使用状況について、必要に応じて報告
を求め、又はその職員に検査させることができる。 
 
（情報の公開） 
第１０条 佐賀県観光課長は、本ロゴマークについて、広く使用促進を図る観点から、本 
ロゴマークの使用許諾の状況について、情報を公開することができる。 
 
（使用許諾の取消し） 
第１１条 佐賀県観光課長は、第６条第１項に規定する許諾書の交付を受けたものが、第４
条に定める使用上の注意に違反した場合並びに第６条第３項各号のいずれかに該当すると
認められた場合、その他本ロゴマークの使用継続が不適当であると認められる場合は、使用
許諾を取消し、又は本ロゴマークの使用者に対し、使用商品等の回収等の措置を請求するこ
とができる。 
２ 前項の規定により、使用許諾が取り消された場合、当該取消の日から使用することはで
きないものとする。 
３ 前２項の場合に生じた損失等の負担は、全て使用者が負うものとする。 
 
（その他） 



第１２条 この要綱に定めるもののほか、本ロゴマークの使用に関して必要な事項について
は佐賀県観光課長が別に定める。 


